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1 港湾

　尾道糸崎港は、広島県東部に位置し、我が国有数の木材取扱い拠点として多数の木材加工企業が背後に立地してお
り、木材の輸入、移出を通じて我が国の木材産業を支える重要港湾である。
　本事業は、尾道糸崎港における船舶大型化への対応と周辺海域への環境改善を図るため、大型船に対応した国際物
流ターミナルを整備するものである。
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事業継続

2 港湾
　本事業は、境港における港内静隠度を確保し、年間を通じた荷役作業の効率化・安全性の向上を図り、
物流ターミナルとしての役割を果たすとともに、冬季風浪等から背後施設を防護するため、防波堤等の整
備を行うものである。
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